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総 務 部 総 務 課 

 

（第１０８号議案） 

 

株式会社まちづくり中野２１の株主総会における議決権の行使について 

 

 株式会社まちづくり中野２１は、令和７年１２月に会社を解散するととも

に、別紙のとおり解散に伴う定款変更を行うため、株主総会の開催を予定して

いる。 

 区は、当該株主総会において賛成の議決権を行使する。 

 

  



 

株式会社まちづくり中野２１定款新旧対照表 

変更案 現行 

第１章 総則 第１章 総則 

  

第１条 （略） 第１条 （略） 

第２条（目的） 第２条（目的） 

当会社は、会社法第２編第９章の定める

ところにより清算をすることを目的とす

る。 

当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

（削除） 一 不動産の売買・交換・所有 

（削除） 二 不動産の管理及び賃貸、不動産賃貸

借の斡旋業 

（削除） 三 都市開発、都市計画に関する企画、調

査及び監理 

（削除） 四 駐車場の経営 

（削除） 五 貸会場の経営 

（削除） 六 ホテルの経営 

（削除） 七 スポーツクラブ、スポーツ教室、文化

教室の経営 

（削除） 八 スポーツ施設、ゲームセンター等の

娯楽施設の経営 

（削除） 九 会計業務に関するコンサルティング 

（削除） 十 公衆浴場の経営 

（削除） 十一 興行場の経営 

（削除） 十二 前各号に附帯関連する一切の業務 

第３条・第４条 （略） 第３条・第４条 （略） 

  

第２章 株式 第２章 株式 

  

第５条 （略） 第５条 （略） 

第６条（普通株式、甲種優先株式及びＣ種優

先株式の譲渡制限） 

第６条（普通株式、甲種優先株式及びＣ種優

先株式の譲渡制限） 

当会社の普通株式、甲種優先株式及びＣ

種優先株式の譲渡または取得については、

当会社の普通株式、甲種優先株式及びＣ

種優先株式の譲渡または取得については、

別紙 



 

株主または取得者は、清算人の承認を受け

なければならない。ただし、当会社の株主に

譲渡する場合には、この限りではない。 

株主または取得者は、取締役会の承認を受

けなければならない。ただし、当会社の株主

に譲渡する場合には、この限りではない。 

  

第７条（甲種優先株式） 第７条（甲種優先株式） 

１・２ （略） １・２ （略） 

３ 議決権 ３ 議決権 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次に掲げる事項は、株主総会による

決議のほか、甲種株主による総会の決

議を要する。 

(2) 次に掲げる事項は、株主総会又は取

締役会による決議のほか、甲種株主に

よる総会の決議を要する。 

一～三 （略） 一～三 （略） 

四 中野区が平成１６年８月３１日に

締結した「中野サンプラザ取得・運営

等事業に関する基本協定書」に定め

る事業契約の締結及びその変更 

四 中野区が平成１６年８月３１日に

締結した「中野サンプラザ取得・運営

等事業に関する基本協定書」（以下

「基本協定書」という。）に定める事

業契約の締結及びその変更 

五・六 （略） 五・六 （略） 

  

第７条の２（Ｃ種優先株式） 第７条の２（Ｃ種優先株式） 

（削除） １ 優先配当金 

 (1) 当会社は、毎事業年度、Ｃ種優先株式

を有する株主（以下「Ｃ種株主」とい

う。）及びＣ種優先株式の登録株式質権

者（以下「Ｃ種登録株式質権者」とい

う。）に対し、普通株式及び甲種優先株

式を有する株主並びにそれらの株式の

登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株

式１株につき、以下に定める「Ｃ種優先

配当基準金額」の剰余金の配当を行う。 

 「Ｃ種優先配当基準金額」とは、配当

可能残額の７２パーセントに相当する

金額を発行済みＣ種優先株式数で除し

て得られた金額をいう。 

 (2) Ｃ種株主及びＣ種登録株式質権者に



 

対しては、Ｃ種優先配当基準金額を超

える剰余金の配当は行わない。 

１ 残余財産の分配 ２ 残余財産の分配 

(1) 当会社が、残余財産を分配する場合

には、Ｃ種優先株式を有する株主（以下

「Ｃ種株主」という。）及びＣ種優先株

式の登録株式質権者（以下「Ｃ種登録株

式質権者」という。）に対し、普通株式

及び甲種優先株式を有する株主並びに

それらの株式の登録株式質権者に先立

ち（但し、甲種優先分配額の分配には先

立たない。）、Ｃ種優先株式１株につき、

以下に定める「Ｃ種分配額」を分配す

る。 

(1) 当会社が、残余財産を分配する場合

には、Ｃ種株主及びＣ種登録株式質権

者に対し、普通株式及び甲種優先株式

を有する株主並びにそれらの株式の登

録株式質権者に先立ち（但し、甲種優先

分配額の分配には先立たない。）、Ｃ種

優先株式１株につき、以下に定める「Ｃ

種分配額」を分配する。 

「Ｃ種分配額」とは、分配残額の７２

パーセントに相当する金額を発行済み

Ｃ種優先株式数で除して得られた金額

をいう。 

「Ｃ種分配額」とは、分配残額の７２

パーセントに相当する金額を発行済み

Ｃ種優先株式数で除して得られた金額

をいう。 

(2) （略） (2) （略） 

２ 議決権 ３ 議決権 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次に掲げる事項は、株主総会による

決議のほか、Ｃ種株主による総会の決

議を要する。 

(2) 次に掲げる事項は、株主総会又は取

締役会による決議のほか、Ｃ種株主に

よる総会の決議を要する。 

(ア)･(イ) （略） (ア)･(イ) （略） 

第８条（株式の取扱） 第８条（株式の取扱） 

株式の名義書換その他株式の取扱いに関

する手続き及び手数料等については、当会

社の定める株式取扱規則による。 

株式の名義書換その他株式の取扱いに関

する手続き及び手数料等については、取締

役会で定める株式取扱規則による。 

第９条（基準日） 第９条（基準日） 

当会社は、毎清算事務年度末日の最終の

株主名簿に記載又は記録された議決権を有

する株主をもって、その清算事務年度に関

する定時株主総会において権利を行使すべ

き株主とする。 

当会社は、毎事業年度末日の最終の株主

名簿に記載又は記録された議決権を有する

株主をもって、その事業年度に関する定時

株主総会において権利を行使すべき株主と

する。 



 

  

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

  

第１０条（招集） 第１０条（招集） 

当会社の定時株主総会は、毎清算事務年

度末日の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨

時株主総会は、必要に応じて随時これを招

集する。 

当会社の定時株主総会は、毎事業年度末

日の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨時株

主総会は、必要に応じて随時これを招集す

る。 

第１１条（招集権者） 第１１条（招集権者） 

株主総会は、法令に別段の定めのある場

合を除き、清算人がこれを招集する。 

１ 株主総会は、法令に別段の定めのある

場合を除き、取締役会の決議に基づき、取

締役社長がこれを招集する。 

（削除） ２ 取締役社長に事故があるときは、あら

かじめ取締役会の定める順序に従い他の

取締役がこれを招集する。 

第１２条（議長） 第１２条（議長） 

株主総会の議長は、清算人がこれにあた

る。 

株主総会の議長は、取締役社長がこれに

あたり、取締役社長に事故があるときは、あ

らかじめ取締役会の定める順序に従い他の

取締役がこれにあたる。 

第１３条・第１４条 （略） 第１３条・第１４条 （略） 

第１５条（議事録） 第１５条（議事録） 

株主総会の議事については議事録を作成

するものとし、議事録には議事の経過の要

領及びその結果、その他法令で定める事項

を記載又は記録し、議長及び監査役が記名

押印又は電子署名を行い、議事録は１０年

間本店に備え置くものとする。 

株主総会の議事については議事録を作成

するものとし、議事録には議事の経過の要

領及びその結果、その他法令で定める事項

を記載又は記録し、議長及び出席取締役が

記名押印又は電子署名を行い、議事録は１

０年間本店に備え置くものとする。 

  

第４章 清算人及び監査役 第４章 取締役、監査役、取締役会及び監査

役会 

  

第１６条（清算人及び監査役の設置） 第１６条（取締役会ならびに監査役及び監

査役会の設置） 

当会社は、清算人及び監査役を置く。 当会社は、取締役会、ならびに監査役及び



 

監査役会を置く。 

第１６条の２（清算人及び監査役の員数） 第１６条の２（取締役及び監査役の員数） 

当会社の清算人及び監査役は、各々１名

とする。 

当会社の取締役は１０名以内とし、監査

役は５名以内とする。 

第１７条（清算人及び監査役の選任の方法） 第１７条（取締役及び監査役の選任の方法） 

当会社の清算人及び監査役は、株主総会

において議決権を行使することができる株

主の３分の１以上を有する株主が出席し、

出席した株主の議決権の過半数の決議で選

任する。 

１ 当会社の取締役及び監査役は、株主総

会において議決権を行使することができ

る株主の３分の１以上を有する株主が出

席し、出席した株主の議決権の過半数の

決議で選任する。 

（削除） ２ 取締役の選任については、累積投票に

よらないものとする。 

（削除） 第１８条（取締役及び監査役の任期） 

 １ 取締役の任期は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとし、監

査役の任期は、選任後４年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする。 

 ２ 増員により選任された取締役又は任期

満了前に退任した取締役の補欠として選

任された取締役の任期は、他の在任取締

役の任期の満了する時までとする。 

 ３ 任期満了前に退任した監査役の補欠と

して選任された監査役の任期は、退任し

た監査役の任期の満了する時までとす

る。 

（削除） 第１９条（代表取締役） 

 １ 取締役社長は、当社を代表する。 

 ２ 前項のほか、取締役会の決議により、当

会社を代表する取締役を定めることがで

きる。 

（削除） 第２０条（役付取締役） 

 取締役会の決議により、取締役社長を１

名定め、必要に応じて取締役副社長、専務取



 

締役、常務取締役各若干名を定めることが

できる。 

（削除） 第２１条（取締役会及び監査役会の招集） 

 １ 取締役会の招集の通知は、各取締役及

び各監査役に対し、会日の３日前までに

発する。ただし、緊急の場合には、この期

間を短縮することができる。 

 ２ 監査役会の招集の通知は、各監査役に

対し、会日の３日前までに発する。ただ

し、緊急の場合には、この期間を短縮する

ことができる。 

 ３ 取締役会は、取締役及び監査役の全員

の同意があるときは、招集の手続を経な

いで開くことができる。 

 ４ 監査役会は、監査役の全員の同意があ

るときは、招集の手続を経ないで開くこ

とができる。 

（削除） 第２２条（取締役会の招集権者及び議長） 

 １ 取締役会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、取締役社長がこれを招集し、

その議長となる。 

 ２ 取締役社長に事故があるときは、あら

かじめ取締役会の定める順序に従い他の

取締役がこれにあたる。 

（削除） 第２３条（決議の方法及び決議事項） 

 １ 取締役会の決議は、取締役の過半数が

出席し、その過半数をもって決する。 

 ２ 監査役会の決議は、監査役の過半数を

もって決する。 

 ３ 取締役会に付議する事項は、次の通り

とする。 

 一 法令の規定により、取締役会の決議

とする事項 

 二 基本協定書に定める事業契約の締結

及びその変更 

 三 不動産に関する担保権その他の私権



 

の設定 

 四 不動産の買取及び売却 

（削除） 第２４条（取締役会及び監査役会の議事録） 

 １ 取締役会における議事の経過の要領及

びその結果、その他法令で定める事項に

ついては、これを議事録に記載又は記録

し、議長及び出席した取締役及び監査役

がこれに記名押印又は電子署名を行い、

１０年間本店に備え置くものとする。 

 ２ 監査役会における議事の経過の要領及

びその結果については、これを議事録に

記載又は記録し、出席した監査役がこれ

に記名押印又は電子署名を行い、１０年

間本店に備え置くものとする。 

（削除） 第２５条（取締役会規則及び監査役会規則） 

 １ 取締役会に関しては、本定款に定める

もののほか、取締役会で定める取締役会

規則による。 

 ２ 監査役会に関しては、本定款に定める

もののほか、監査役会で定める監査役会

規則による。 

  

第５章 計算 第５章 計算 

  

第１８条（清算事務年度） 第２６条（事業年度） 

当会社の清算事務年度は、毎年１２月１

７日から翌年の１２月１６日までとする。 

当会社の事業年度は、毎年４月１日から

翌年の３月３１日までとする。 

（削除） 第２７条（剰余金の配当） 

 当会社の剰余金配当は、毎事業年度末日

現在の株主名簿に記載又は記録された株主

又は登録株式質権者に対し支払う。 

（削除） 第２８条（中間配当） 

 当会社は、取締役会の決議により、毎年９

月３０日の最終の株主名簿に記載又は記録

された株主又は登録株式質権者に対し、会



 

社法第４５４条第５項の規定による剰余金

の配当をすることができる。 

（削除） 第２９条（剰余金の配当等の除斥期間） 

 １ 剰余金の配当は、その支払開始の日か

ら満３年を経過しても受領されないとき

は、当会社はその支払義務を免れるもの

とする。 

 ２ 未払いの剰余金配当には利息をつけな

い。 

（削除） 第３０条（会計監査人の設置及び監査） 

 １ 当会社は、会計監査人を置く。 

 ２ 当会社は、会社法第３９６条第１項の

規定により会計監査人の監査を受けるも

のとする。 

 

 


